
担当計画を推薦委員会に提出す ることができない,投票で否決 されるよ

うな事態 を避 けたいとして,原告 に対 し,特任教員 Aの任用 申請 を辞退

す るよう求めた。 これに対 し,原告は,特任教員 Aの 任用 申請 を辞退す

る意向はな く,投票で否決 され ることになって もかまわないので手続 を

進めてほしい との意向を示 した。 (以 上につき,甲 11)

オ 被告井形は,平成 24年 10月 16日 ,徳永学長 と協議 し,同 日,そ

の内容等 を記載 したメール を,原告 に送信 した。同メールには,概要以

下の記載がある。 (以 上につき,乙 18)

徳永学長 に対 し,原 告の授業計画書に「不備」(カ リキュラム検討委

員会 による否認の意味)が あるものの推薦委員会への提案は可能か尋

ねたが,過去の事例 において も,書類上の 「不備」がある候補者の受

理は してお らず,推薦委員会の開催 も不百r能 であるとの回答であ り,

今後 ,手続 を進めてい くことは事実上不可能 となった,経営学部にお

いては,教員の講義担当はカ リキュラム検 討委員会の審議 を経て教授

会で承認 されているか ら,今 回についてのみ,カ リキュラム検討委員

会の審議結果 を無視 して特任教員の任用手続 を進めることは不可能 と

考え られ る。

力 平成 24年 11月 16日 ,被告大学経営学部の教授会が開催 され ,原

告の特任教員 Aの 任用 申請が不受埋 となった ことな どが協議 された (甲

14, 15,乙 20)。

2 争点 1(被 告大学 において,特任教員の任用 を申請すれば任用 されるとい

う労使慣行があったか)について

(1)前記第 2の 1(2)の とお り,被告大学において は,特任教員の任用 に関す

る規定が変更されている。そ こで,1日 規定 と現行規定 を比較す ると,任用

資格 の点について,1日 規定で は被告大学での在 任期間は問題 とされていな

か ったものが,現行規定 においては,被告大学 に一定期間在任 した ことが
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要件 とされてお り,退職事 由について も,1日 規定 においては中途退職等の

場合 も認め られていた ものが,現行規定 においては定年退職の場合に限定

されている。そ して,任用 に必要な条件 として も,現行規定においては ,

1日 規定では設 け られて いなかった研究論文あるいは著書の公表や ,任期中

に担当す る授業 の時間数 に関す る条件等が設け られたほか,任用手続の点

について も理事会の承認 を得 ることが加えられて いる。他方 ,特任教員の

種類,任期は同様であるといえ,特任教員推薦委員会の設置についても同

様であるほか,特任教員推薦委員会や教授会における手続 もほぼ同様であ

るといえる。

以上にカロえて ,前記 1(1)ア (動 の とお り,理事会の関与が明示されていな

かった 1日 規定のもとにおいて も,理事会の判1断 によ り,任用 されなかった

墓樹がかるごル}F照 らせ ば_I甲 行押,定 において理事会の関与が規定された

のは,I日 規定 において規定 されていなかったものを明示 した ものと評価で

きること,任用基準 として定め られた研究論文の数等 について も,1日 規定

においては基準が明確でなか った ことか ら,明確 に した ものと解する余地

があること,な によ り,被告井形が,規定の変更前後 を通 じて ,特任教員

の任用の審査手続 にお いて,具体的に変更にな った点はない旨明確に供述

していること (被 告井形本人尋問調書 25頁 )を も併せ考慮すれば,1日 規

定 と現行規定 にお いて ,特任教員の任用については,実質的には大きな変

更はなかった と解す るのが相 当で ある。

そ うす ると,労使慣行 の有無の判断において は,現行規定下における事

情のみな らず,I日 規定下 における事情 も考慮す ることとなる。

(2)前 記 1(1)ア に)の とお り,平成 16年度にA教 授が特任教員への任用申請

をし,特任教員推薦委員会 もいったんは推薦 したものの,教授会 において

継続審議 となる ことが繰 り返 された ことを受け,再検討 した結果 ,推薦 を

取 り消す こととした ものであ り,A教 授は特任教員 に任用 されなかったも
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のである。

また,前記 1ア (ウ の とお り,平成 16年度には里上教授が特任教員への

任用 申請 を希望 し,特任教員推薦委員会が任用 を推薦 し,教授会 も任用す

る決議 をした ものの,理事会等 において議論がなされ,最終的には理事長

が特任教員 に任用 しない旨の決定 を行 い,里上教授は特任教員 に任用され

なかった。

さらに,前記 (1)ア 国 のとお り,平成 17年度 においては,B教 授が特任

教員への任用 を申請 したものの,特任教員推薦委員会が推薦 を行わなかっ

たため, B教 授 は特任教員に任用されていない。

これ らの事情 に加えて ,前 記 1(1)ア 国 のとお り,平成 9年度において特

任教員への申請 をした ものの,そ の後 ,申 請 を取 り下げた という事例 もあ

ること等 をも併せ考慮すれば,I日 規定下 において も,特任教員への任用申

請 をすれば必ず特任教員 に任用 されたのではな く,特任教員推薦委員会の

判断,教授会の判断,理事長あるいは理事会の判断によ り,特任教員に任

用 されないとい う事態 もあった ことが認め られ る。

(3)さ らに,証拠 (甲 14の 6な い し 8頁 )に よれば,平成 24年 11月 1

6日 の教授会 において ,渡辺教授が ,「 あの―,か つてはね」,「 特任 という

のは,ま , 自動的な雇用延長 というような ことで私たちは意識 してたんで

すね」,「 ところが あるときに」,「理事会が特任 を希望 している先生を拒否

したと」,「 それで ,こ れは再雇用なんだ とい う認識 にな りました」,「その

再雇用に関 してね , じゃ,再雇用 を願い出る時に,あ るいは再雇用契約を

結ぶためには どうい う手順 を踏んでいけばいいのか ということに関 して ,

私はどうい う規定があるのか というのをね ,知 らないんですね」,「 それと

同時にね」,「 あの―,再雇用の ことに関 して,ね」,「 その―,定年を迎え

た年に」,「 手続 をとるのか,と るというのはね」,「 ちょっと私 ,あ の,納

得できない ところがあるんですよね。少な くとも 1年前までにね」,「 再雇
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用ができるとかで きないとか見通 しがついておかないと」,「 や つば り,こ

の,再雇用を希望 している人にとってはJ,「突然ダ メだった ということに

なればね」,「 それ はや っぱ り問題ではないかな と思います し,例 えば,再

雇用 しないとな った場合にその先生が再雇用 を前提 にしてゼ ミを担当され

ている場合は どうなるのか とい う問題 もあ りますのでねJ,「 少な くとも 1

年 ぐらい前には手続 を一応完 了 してお くと」,「 いうような方法が必要では

ないかな と私 は思 いますJと 発言 していることが認め られる。

かかる発言 に照 らす と,渡辺教授は,埋事会 の判断で里上教授が特任教

員 に任用 されな い という事態が発生する以前は,特任教員への任用 を申請

すれば任用 され る 自動的な雇用延長であるとの認識であったが ,理事会の

判断によ り里上教授が特任教員 に任用されない という事態が発生 した こと

か ら,特任教員へ の任用 とい うものが,従前認識 していた 自動的な雇用延

長 というのではな く,再任用で あ り,当 然 に任用 されるものではないとの

認識に改 まった とした上で,直 前になって再任用されないとの半J断がされ

た場合の任用希望者の今後や ,再任用されない こととなった者がゼ ミを担

当 していた場合 に どうするのかな どの問題があるので,再任用の手続につ

いて,少な くとも 1年 く
゛
らい前 に,再任用 され るか否かの手続 を完 了して

お くべきで ある として,任用手続の時期等 につ いて意見 を述べているもの

と評価す ることができ,ま た,渡辺教授 の上記発言 に対 し,他の出席者か

ら特段の意見 は述べ られていない。

(4)以 上を総合考慮すれば,被告大学においては,特任教員へ の任用 申請が

あったとして も当然に任用され るものではな く,任 用には,特任教員推薦

委員会の推薦 ,教授会の決定及び理事会の推薦 あるいは承認が要件 となっ

てお り,特任教員推薦委員会,教授会及び理事会の各段階において,特任

教員 に任用す るか否かの判断がなされ,特任教員に任用す る ことが相当で

はないとの割断がなされ るとい う事態が あった ことが認め られ るのであ り,
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また,労使双方 ともがそのような認識を有していたというべきである。そ

うすると,被告大学において,特任教員への任用を申請すれば形式的な審

査が行われるのみで必ず任用されるという労使慣行があったと認めること

はできない。

(5)なお,原告は,①里上教授との仮処分 (以 下「別件Jと いう。)に おいて ,

被告大学が特任教員推薦委員会の審査が形式的であることを認めていた ,

②過去に問題を起こした教授であつても,特任教員に任用されていること

も主張する。

①については,確かに,証拠 (甲 13)に よれば,被告大学が,別件に

おいて,原告が指摘するような主張をしていたことが認められる。しかし,

前記 1(1)ア ∽に)の とお り,里上教授と同時期にA教授が特任教員への任用

申請をしたものの,推薦委員会が推薦を取り消 し,特任教員に任用されな

かったという事例があることか らすれば,別 件における被告大学の主張は,

実態を正確に反映したものでなかったといえ (A教 授と里上教授の所属学

部が異なっていたため,別件においては,A教授に関する事情が把握され

ていなかった可能性がある。),その点において,別 件における被告大学の

主張が適切でなかったことは否めないが,別 件は,原告と被告大学との間

の紛争ではないことなどからすれば,本件において,被告大学が,別件に

おける主張と異なる主張をすることができなくなるものではない。

また,前記 1(1)ア 国のとお り,B教授が特任教員への任用申請をしたも

のの,特任教員推薦員会が推薦 しなかったという事例があるが,こ れは別

件より後のことであり,同事例を踏まえた主張を被告大学が行うことがで

きるのは当然である。

さらに,前記 1(1)アИのとお り,い ったんは特任教員への任用を申請し

たものの,その後申請を取り下げた教授がいること,特任教員への任用申

請後あるいは申請前の時点において,説得して申請を辞退させたという事
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例が あること (被 告井形尋問調書 26, 27頁 )か らすれば,特任教員推

薦委員会等 にお ける審査が短時間で終了 していたのは,事前に特任教員推

薦委員会等の意 向を踏 まえ,申 請 をして も特任教員 に任用されない可能性

がある者 に対 しては申請 を辞退す るよう説得が行われ ,説得 を受けた者が

任用 申請 を取 り下 げた結果,任用の可否が問題 とな らない者のみについて

審査が行われて いたためであることが うかがわれ る。

したが って ,別 件にお ける被告大学の主張 をもって ,被 告大学 において ,

原告が主張す るよ うな労使慣行があつた ことの証左 と評価す ることはでき

ない。

② については,証拠 (甲 21)及 び弁論の全趣旨によれば,平成 23年

度か ら特任教員 に任用された二宮教授が ,平 成 13年 7月 に,人権委員会 。

調査委員会か ら:調査対象 とは別件の学外の行為ではあるものの,歓送迎

会の席上で従業員の体 の一部 を触 る行為 を行 った ことが認め られるところ ,

同行為 は問題で あるとして注意 を受けた ことが あることが認め られる。

しか し,上記 のような行為が不適 切な行為で あることはい うまでもない

が ,同 行為は,二宮教授が特任教員 に任用 され る約 10年 前の行為であ り,

また ,当 該行為が どの程度悪質なもので あったのか判然 としないことな ど

に照 らせば,二宮教授が特任教員 に任用 された としても,そ のことをもっ

て ,直ちに,被告大学 において ,原告が主張す るよ うな労使慣行があった

ことの証左 と評価す ることはできない。

争点 2(争 点 1が否定 される場合 ,正式の任用行為がな くて も原告が被告

大学の特任教員 に任用された場合 と同視 し得るか)に ついて

原告 は,正式の任用行為がなされて いない場合 であって も,被告大学の人

事権行使が著 しく信義に反 してお り,か つ,原告が特任教員任用の期待 を有

してお り,そ の期待が法的保護 に値す る場合には ,rll外的に任用行為がされ

た場合 と同視す る ことができる旨主張する。
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